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 依頼者Ａさんが、相続手続のために支援センター
を訪れました。弟のＢさんと妹のＣさんが相次いで
亡くなったことによる、それぞれの方の財産の名義
変更の依頼でした。実は、弟のＢさんが亡くなった
際に、妹のＣさんがＢさんの生命保険の手続きをし
ようと思ったところ、保険会社から「まだご兄弟が
おられるようですよ」と言われ、確かめたところ、
古い戸籍に父上が戦前、父の兄の子供の甲さんを養
子に迎えていたという事実が発見されたのです。ど
うしたらよいか迷っているうちに、調査をしていた
Ｃさんが亡くなったそうです。結局、ＢさんとＣさ
んの相続手続きを、Ａさんが行うことになったので
す。しかし、やはり戸籍をどう追いかけていけばよ
いかわからず、迷っていたところ、相続手続支援セ
ンターに行きついて、業務を依頼することになりま
した。相続人調査によって、戸籍を順番に取得した
ところ、養子になっていた甲さんは、Ｃさんが亡く
なった後に間もなく亡くなっていることがわかりま
した。甲さんのご自宅は北海道にあった上、また甲
さんの子供さんは６人おり、３人は北海道、他の３
人は関東にいることがわかりました。そこで、Aさ
んは、それぞれの子供さんへ、相続人関係図と財産

内容を一覧表にして、相続手続きの必要性を訴えつ
つ、「手続きに困っているので何卒ご協力をお願い
します」という手紙を送ったのです。最初は、何か
のサギかと怪しまれていましたが、オープンな財産
内容の公開、そして遺産分割をきちんとやりたいと
いう依頼者Ａさんの真面目な人柄から、「法定相続
分どおり遺産分割をする」という相続人全員の合意
を得ることができたのです。分割内容は、Bさん・
Cさんの遺産につき、不動産はAさんが取得し、甲
さんのお子さん達には法定相続分相当の代償金を配
分するものとなりました。その後、その甲さんのお
子さん２人とＡさんは直接会って会食する機会を得
ることができました。Ａさんは、亡くなった弟のＢ
さん・妹のＣさんの写真を、また、甲さんのお子さ
ん達は生前の甲さんの写真を持ち寄って楽しくお話
をされたそうです。２年後Ａさんが脳 塞で亡くな
った後、Ａさんのご自宅を訪問する甲さんのお子さ
ん達の姿がありました。

相続人が知らない父の養子

相 続 コ ラ ム
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